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建
設
業
務
に
つ
い
て
は
、
現
実
に
重
層
的
な
下
請
関
係
の
も
と
に
業
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
中
で
、
雇
用
関
係
が
不
明

確
に
な
る
こ
と
に
よ
る
雇
用
管
理
改
善
へ
の
悪
影
響
を
踏
ま
え
、
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第

三
十
二
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
有
料
職
業
紹
介
事
業
者
は
、
当
該
業
務
に
就
く
職
業
を
求
職
者
に
紹
介
し
て
は
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
当
該
業
務
に
つ
い
て
は
労
働
者
派
遣
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
考
え
方
は
、
御
指
摘
の
「
建
設
分
野
に
お
け
る
特
定
技
能
外
国
人
」
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る

も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
建
設
業
務
に
関
す
る
有
料
職
業
紹
介
や
人
材
派
遣
の
禁
止
か
ら
除
外
す
る
こ
と
」
は
考

え
て
い
な
い
。 


